
【集 収 日】 

中央・西部地域 
（石鉢、蒼前、野場中地区） 

木製品 
木製品以外 
(金属・プラ等) 

５ / ２ ５ ( 月 ) ７ / ３ ０ ( 木 ) 

９ / ２ ８ ( 月 ) １ １ / ２ ６ ( 木 ) 

１ / ２ ５ ( 月 ) ３ / ２ ５ ( 木 ) 
 

 

 

 

 

 

木製品と木製品以外（金属・プラ等）に分別が必要です！ 
 
  

八戸リサイクルプラザでは、埋立処分後のごみから火災が発生
するリスクを低減するため、令和７年６月から、粗大ごみの受入方
法と受入日が変更となっております。 
粗大ごみを出す際は、木製品と木製品以外（金属・プラ等）に分

別し、指定日に出してください。 
処理施設の安全確保にご理解とご協力をお願いします。 

 

【問合せ先】 

八 戸 リ サ イ ク ル プ ラ ザ   ０ １ ７ ８ - 7 0 - 2 3 9 6 

令和７年６月から、粗大ごみは 
 

令和８年度 粗大ごみ収集カレンダー 


